
 

 

 
 

 

   

○ 行政や地域住民に加えて、NPO など地域の内外からの多様な主体の参画により、地域
コミュニティの維持・再生に努めます。 

 
 

○ 県内の中山間地域では、人口減少や高齢化が進み、地域の担い手が不足し、冠婚葬
祭など日常生活における相互扶助や、農地の維持管理などの共同活動の維持が難し
くなっています。 

○ 県民が、住み慣れた地域で安心して生活していくために必要となる集落機能の確保
には、その基礎となる地域コミュニティの維持・再生が必要です。 

○ 地域コミュニティの活動には、地域住民だけでなく、NPO や関係団体など地域の内外
から多様な主体が参画することが重要です。 

○ 都市住民と中山間地域の意義や価値観を共有しながら交流することにより、地域の
再生に取り組むなど、総合的に施策を展開していく必要があります。 

 
 

○ 中山間地域を中心として、多様な主体が参画して行う地域コミュニティの維持・再
生に向けた取組みを支援します。 

○ 農山漁村民泊や農林業体験などを推進します。 
○ 地域課題の解決や地域の活性化のため、地域の資源を活用して継続的に行う民間団
体やグループの取組みを支援します。 

○ 農地・水・環境の保全・向上に向けた取組みを通じて、都市住民等の協力を得なが
ら地域を支える仕組みづくりを促進します。 

○ 活力や機能が低下した集落を含めて、環境・福祉・文化・産業等を総合的、かつ、
広域的に補完できる新たな仕組みづくりを促進します。 

○ 農業生産や農地の維持のみならず生活維持等の機能を有する地域貢献型の集落営農
組織の新規設立と機能強化を促進します。 

 
 

 
  23  

①地域コミュニティの再生に取
り組む市町村数 

５市町村 21 市町村 

②地域貢献型集落営農組織数 ０組織 

 

200 組織 

 
① 地域コミュニティの維持・再生に取り組む市町村数で、全市町村が取り組むことを目指します。 
② 地域貢献型集落営農組織とは農業のみならず農村社会維持を目的とした農業外の分野にも取り
組む集落営農組織です。なお、集落営農組織とは、集落など地縁的まとまりのある一定の地域内
の農家が農業生産を共同して行う営農活動組織です。平成 20 年度から実施する「地域貢献型集
落営農確保・育成事業」等の活用を踏まえて目標値を設定しました。 

 

政策Ⅱ－５ 生活基盤の維持・確保（P -94-） 
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事 業 名 概   要 

◇ 中山間地域活性化重点施策推
進事業 

〔担当課〕地域政策課 

○ 中山間地域活性化計画に掲げる重点施策（重
点テーマ）を推進するために市町村が主体
的・積極的に実施する事業を支援します。重
点施策に関する事業への補助事業のほか、駐
在職員の配置など総合的な支援を行います。 

 
◇ 地域づくり支援事業 

〔担当課〕地域政策課 
○ 地域課題の解決や地域活性化に向けた実践
的な活動を支援するため、県内の民間団体や
グループ、企業等の活動に対して一定の経費
を助成するほか、「担い手」を育成するため
に、交流・ネットワークづくりの場の提供、
スキルアップするための機会の提供や情報
発信を実施します。また、田舎ツーリズムに
よる都市と農山漁村の交流を推進し、地域づ
くりを支援します。 

 
◇ 中山間地域研究センター事業 

〔担当課〕地域政策課 
○ 中山間地域専門の総合研究機関である島根
県中山間地域研究センターにおいて、中山間
地域における現状と課題を把握した上で、今
後の施策の発展方向を地域現場での実践を
通して研究し、具体的な支援施策の提言や住
民への研修、総合的な情報提供を行います。 

 
◇ 農地・水・環境保全向上対策事
業 

〔担当課〕農村整備課 

○ 農家だけでなく非農家等も含めた地域住民
による農地、農業用用排水路、農村環境を守
っていこうとする活動を総合的に支援し、地
域協働活動の新しい枠組みづくりを促進し
ます。 

 
◇ 地域貢献型集落営農確保・育成
事業 

〔担当課〕農業経営課 

○ 農地の維持、経済の維持、生活の維持、人材
の維持などに取り組む「地域貢献型集落営
農」の新規設立及び機能強化を行い、本県農
業の維持・活性化を図ります。 
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